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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 270,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における

標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

（注）１　平成27年７月30日開催の取締役会決議によります。

２　本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法（平成17年法律第86号。以下同じ。）第199条第１項の規定

に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり（以下「本自己株

式処分」といいます。）、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売

付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

３　振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 270,000株 182,250,000 －

一般募集 － － －

計（総発行株式） 270,000株 182,250,000 －

（注）１　第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象

とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

675 － 100株 平成27年８月24日 － 平成27年８月25日

（注）１　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集

は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３　当社は割当予定先との間で総数引受契約を締結する予定です。払込期日までに下記株式の割当予定先との間

で総数引受契約を締結しない場合は、当該株式に係る割当は行われないこととなります。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格の

総額を払い込むものとします。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

株式会社キューブシステム　本店 東京都品川区大崎２丁目11番１号

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　五反田支店 東京都品川区西五反田２丁目19番３号
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３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

182,250,000 － 182,250,000

（注）　新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自己

株式処分に係る諸費用の概算額です。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額182,250,000円については、平成27年８月25日以降、運転資金等に充当する予定です。

なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて行います。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

ａ　割当予定先の概要（平成27年７月30日現在）

名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（役員報酬ＢＩＰ信託口）

本店の所在地 東京都港区浜松町二丁目11番３号

代表者の役職及び氏

名
代表取締役社長　　和地　薫

資本金 10,000百万円

事業の内容 有価証券等の管理業務、資産管理に係る管理業務・決済業務

主たる出資者及びそ

の出資比率

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　　　　46.5％

日本生命保険相互会社　　　　　　　33.5％

明治安田生命保険相互会社　　　　　10.0％

農中信託銀行株式会社　　　　　　　10.0％

 

ｂ　提出者と割当予定先との間の関係（平成27年７月30日現在）

出資関係
該当事項はありません。ただし、当該会社の主たる出資者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は

当社株式を138千株（0.90％）所有しております。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係
当社と当該会社との間には、該当事項はありません。ただし、当該会社の主たる出資者である三

菱ＵＦＪ信託銀行株式会社とは、信託銀行取引があります。

 

（役員報酬ＢＩＰ信託の内容）

　当社は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とする役

員報酬ＢＩＰ信託契約（以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」といいま

す。）を締結し、本信託を設定いたします。

　また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、共同受託に関する覚書を締結し、日本マス

タートラスト信託銀行株式会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社とともに共同受託者として本信託に係る信託事務

を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、割当予定先を

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）といたします。
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＜概要＞

　役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託とは、役位及び中期経営目標に対する達成度に応じて取締役（社

外取締役を除きます。）及び当社と委任契約を締結している執行役員（以下「取締役等」という。）に当社株式及

び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」といいます。）が交付及び給付（以下「交付等」とい

います。）される株式報酬型の役員報酬制度（以下「本制度」といいます。）です。

　本制度では、取締役等のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出するこ

とにより信託を設定します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）は、予め定める株

式交付規程に基づき当社取締役等に交付等をすると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取

得します。なお、本信託契約は、信託管理人である公認会計士　田村稔郎氏による内容の確認を得ています。

　また、第三者割当については、本有価証券届出書の効力発生後に、当社と共同受託者である日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社との間で締結予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内において、株式交付

規程に基づき受益者となった者に対して交付等が行われます。

　本信託は株式交付規程に従い、取締役等の退任時に、一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、各事業年度

における役位及び中期経営目標に対する達成度に応じて決定される当社株式等の交付等を行います。また、本信託

の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。

　なお、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社と日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、分担して本信託の財産管理業

務を実施いたします。その具体的な分担につきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が、本制度についてのス

キーム管理及び当社への事務処理に関する報告等、包括的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式

会社が、本制度実行に伴い生じる、「信託財産・指図書等の受渡業務、信託財産の運用の執行、信託財産の保管・

決済、信託財産に関する租税・報酬・諸費用の支払い及び信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」（以下「具

体的信託事務」といいます。）について担当します。

　この具体的信託事務を日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行う旨は、当社、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会

社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び信託管理人にて合意することにより、実施されることを確認して

おり、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社と、共同受託者としてその業務を

実施いたします。また、当該合意に基づき、信託財産の保管・決済は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が実

施することから、割当予定先の信託財産の名義については受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社ではなく、日

本マスタートラスト信託銀行株式会社とします。

　なお、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と共同受託する理由は、日本マ

スタートラスト信託銀行株式会社が、資産管理業務に特化しており、本制度において生じる信託の財産管理業務に

ついても日本マスタートラスト信託銀行株式会社と事務手続等を分担することにより、効率的な運営体制が構築で

きるためです。

 

（参考）本制度の概要

①　信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

②　信託の目的 当社の取締役等に対するインセンティブの付与

③　委託者 当社

④　受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（共同受託者：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

⑤　受益者 取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者

⑥　信託管理人 当社と利害関係のない第三者（公認会計士）

⑦　信託契約日 平成27年８月24日（予定）

⑧　信託の期間

⑨　制度開始日

平成27年８月24日（予定）～平成30年８月末日（予定）

平成27年10月１日（予定）

⑩　議決権行使 行使はしないものとします。

⑪　取得株式の種類 当社普通株式

⑫　取得株式の総額 182,250,000円

⑬　株式の取得方法 当社自己株式の第三者割当により取得

 

＜本信託から受益者に交付等をする予定の株式の総数＞

270,000株（下記「ｄ　割り当てようとする株式の数」と同数です。）
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＜受益者の範囲＞

①　本信託の信託期間中に当社の取締役等として在任していること（本信託の信託期間中に新たに取締役等に

なった者を含みます。）

②　取締役等を退任していること※

③　在任中に一定の非違行為その他の禁止行為を行った者でないこと

④　在任中に機密保持義務その他の重要な義務に違反した者でないこと

⑤　正当な解任事由に基づき取締役等を解任された者又は取締役会による辞任勧告に従い辞任した者でないこと

⑥　累積ポイント数が決定されていること

⑦　その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件を満たしていること

（※）　ただし、本信託を終了する時点において、上記②を除く受益者要件を満たす取締役等が在任している

場合には、当該取締役等に当社株式等の交付等が行われれることがあります。

 

（本信託の仕組み）

 

 

①　当社は平成27年６月25日に開催された第43回定時株主総会において本制度の導入に関する役員報酬の承認決議を得

ております。

②　当社は取締役会において本制度の導入に関する株式交付規程を制定いたします。

③　当社は①における株主総会の承認決議の範囲内で金銭を信託し、要件を充足する取締役等を受益者とする本信託を

設定いたします。

④　本信託は、信託管理人の指図に従い、③で信託された金銭を原資として当社株式を当社（自己株式処分）から取得

いたします。本信託が取得する株式数は①における株主総会の承認決議の範囲内といたします。

⑤　本信託内の当社株式に対する剰余金の分配は、他の株式と同様に行われます。

⑥　本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権が行使されないものといたします。

⑦　信託期間中、各事業年度における役位及び中期経営目標に対する達成度に応じて、取締役等にポイントが付与され

ます。一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、当該取締役等の退任時（当該取締役等が死亡した場合は死亡

時）に、累積ポイント数の一定割合に相当する株数の当社株式が交付され、残りの当社株式については本信託内で

換価した上で換価処分金相当額の金銭が給付されます。

⑧　信託終了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより本信託を継続利用するか、本

信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定となっております。

⑨　受益者に分配された後の残余財産は、本信託の清算時に当社へ帰属する予定となっております。

 

EDINET提出書類

株式会社キューブシステム(E05312)

有価証券届出書（組込方式）

 5/21



ｃ　割当予定先の選定理由

　当社は、取締役等を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇

によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期に継続した業績の向

上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、本制度の導入を決定しました。本制度は、予め定め

る株式交付規程に基づき、当社株式等を各事業年度における役位及び中期経営目標に対する達成度に応じて取締役

等に交付等をすることから、当該取締役等の中長期的な企業価値向上への意欲の向上に寄与し、かつ自己株式を有

効に活用可能であるとの結論に至りました。

　これらの経緯を踏まえて、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者に選定した理由は、当社の証券代行業務等の信

託銀行取引関係から、本制度の提案を受けたことに起因しています。また、本制度に係る事務手続コスト等を他社

比較等も含めて総合的に判断した結果、当社にとって最も望ましい委託先になると判断しました。

　なお、本制度においては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が共同受託者として本信託の事務を行いま

す。三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が、本制度についてのスキーム管理及び当社への事務処理に関する報告等、包括

的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、本制度実行に伴い生じる、「信託財産・指図書

等の受渡業務、信託財産の運用の執行、信託財産の保管・決済、信託財産に関する租税・報酬・諸費用の支払い及

び信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」について担当します。

　信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）が割当予定先として選定されることになります。

 

ｄ　割り当てようとする株式の数

270,000株

 

ｅ　株券等の保有方針

　割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）は株式交付規程に従い、取

締役等の退任時に、累積ポイント数に応じた当社株式等を、一定の受益者要件を満たす取締役等に交付等をするこ

とになっています。

　なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会

社から、信託期間中、毎月、報告を受けて確認する予定です。

　また、当社は日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）から、割当日より２年間におい

て、当該処分株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡

日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証

券取引所（以下「東証」といいます。）に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意す

る旨の確約書を受領する予定です。

 

ｆ　払込みに要する資金等の状況

　当社は、割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）が、払込みに要す

る資金に相当する金銭として、当社から本信託に拠出される当初信託金を割当日において信託財産内に保有する予

定である旨、本信託契約により確認を行っています。

 

ｇ　割当予定先の実態

　割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）は、割り当てられた当社株

式に係る議決権行使について、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。

　信託管理人は、(1)弁護士、公認会計士その他の専門実務家（委託者が顧問契約を締結している者を除きま

す。）であること、(2)委託者、委託者の関連会社、それらの役員、重要な管理職（以下「役員等」といいま

す。）、役員等であった者、又はそれらの者の親族、その他特別な利害関係を有する者以外の者であること、(3)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の役員、重要な管理職（以下「受託者役員等」といいます。）、受託者役員等であっ

た者またはそれらの者の親族その他特別の利害関係を有する者以外の者であること、(4)反社会的勢力以外の者で

あることを要件としており、いずれの要件にも該当する者から、委託者（当社）、受託者（三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社）が協議の上、選任するものとします。

　なお、本信託においては、信託管理人１名を常置し、当初の信託管理人は公認会計士　田村稔郎氏とします。

　また、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受し

ようとする個人、法人その他の団体（以下「特定団体等」といいます。）であるか否か、及び割当予定先が特定団

体等と何らかの関係を有しているか否かについては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に照会を行った結

果、同社の出資者や出資比率、役員が日本マスタートラスト信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロー

ジャー誌の公開情報と相違ないこと、また、それらに掲載されている「反社会的勢力に対する基本方針」という企

業行動規範の基本方針に変更がない旨を確認しました。また、割当予定先が暴力的な要求行為又は法的な責任を超

えた不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれにも該

当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことについて、本信託契約において確約をしています。
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　その結果、割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）が特定団体等で

ないこと及び割当予定先が特定団体等と何ら関係を有していないと判断しました。なお、当社は、その旨の確認書

を、東証に提出しています。

 

２【株券等の譲渡制限】

　該当事項はありません。

 

３【発行条件に関する事項】

ａ　払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

　本自己株式処分は、本制度の導入を目的として行います。また、処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑

み、恣意性を排除した価額とするため、本自己株式処分に係る取締役会決議日前日（平成27年７月29日）の東証に

おける当社株式の終値である675円としております。当該価額を採用することにいたしましたのは、取締役会決議

日直近の市場価格であり、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。

　また、当該株価は、東証における当該取締役会決議の直前１か月間（平成27年６月30日から平成27年７月29日ま

で）の終値の平均値である669円（円未満切捨て）に100.90％（プレミアム率0.90％）を乗じた額であり、同直前

３か月間（平成27年４月30日から平成27年７月29日まで）の終値の平均値である669円（円未満切捨て）に

100.90％（プレミアム率0.90％）を乗じた額であり、同直前６か月間（平成27年１月30日から平成27年７月29日ま

で）の終値の平均値である667円（円未満切捨て）に101.20％（プレミアム率1.20％）を乗じた額であり、特に有

利な処分価額には該当しないものと判断いたしました。

　なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員（３名、いずれも社外監査役）が、処分価

額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。

 

ｂ　処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

　処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に当社取締役等に交付すると見込まれる株式数であ

り、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し1.77％（小数点第３位を四捨五入、平成27年６月30日現在の総議決

権個数145,420個に対する割合1.86％）となります。

　また、本自己株式処分は取締役等の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的と

した本制度の導入に伴い実施すること、及び本自己株式の処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い

当社取締役等に交付等が行われることから、本自己株式の処分による流通市場への影響は軽微であり、希薄化の規

模は合理的と判断しております。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項はありません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合
（％）

割当後の所
有株式数
（千株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％）

﨑山　收 神奈川県横浜市青葉区 1,675 11.52 1,675 11.31

キューブシステム従業員持株会 東京都品川区東五反田1-2-33 1,641 11.28 1,641 11.08

内田　敏雄 神奈川県小田原市 415 2.86 415 2.81

小貫　明美 神奈川県横浜市金沢区 401 2.76 401 2.71

佐藤　俊郁 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 340 2.34 340 2.29

櫻井　正次 東京都渋谷区 316 2.17 316 2.13

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1-5-5 276 1.90 276 1.86

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託

口）

東京都港区浜松町2-11-3 － － 270 1.82

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 258 1.77 258 1.74

株式会社りそな銀行
大阪府大阪市中央区備後町2-2-

1
241 1.66 241 1.63

計 － 5,567 38.26 5,837 39.39

（注）１　「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成27年３月31日現在の株主名簿及び

平成27年６月30日までに当社が確認した事項に基づき記載しております。

２　「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成27年３月31日現

在の株主名簿をもとに、平成27年６月30日までに当社が把握した株式の異動状況及び今回の第三者割当増資

で増加予定の株式数を加算し、作成しております。

３　「所有株式数」は千株未満を切り捨て、割合は小数点第３位以下を四捨五入して表示しております。

４　上記のほか平成27年６月30日現在、当社が保有していた自己株式728,132株は、割当後は458,132株となりま

すが、議決権がないため除いています。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。
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第三部【追完情報】

第１　事業等のリスクについて

　「第四部　組込情報」に掲げた第43期有価証券報告書（以下「有価証券報告書」といいます。）に記載された

「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日までの間において生じ

た変更、その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日においても変更の必

要はないと判断しております。

 

第２　臨時報告書の提出

　「第四部　組込情報」に掲げた第43期有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日までに、以下の臨

時報告書を関東財務局長に提出しております。

 

（平成27年６月29日提出臨時報告書）

１　提出理由

　当社は、平成27年６月25日開催の第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品

取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本

報告書を提出するものであります。

 

２　報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成27年６月25日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金14円　総額204,369,312円

②　効力発生日

平成27年６月26日

 

第２号議案　定款一部変更の件

執行役員制度改定に伴い、社長、副社長、専務および常務は執行役員としての役位とするた

め、「取締役社長」「取締役副社長」「専務取締役」および「常務取締役」を廃止する。

また、役付取締役の一部廃止に伴い、株主総会ならびに取締役会の招集権者および議長を変

更する。

 

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、﨑山收、内田敏雄、栃澤正樹、山岡一裕、飯田賢一郎、関端広輝、椎野孝雄

の７氏を選任する。

 

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、慶田一郎氏を選任する。

 

第５号議案　退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う

打ち切り支給の件

退任取締役佐藤俊郁、名倉和希の両氏および退任監査役永田健二氏に対し、当社の定める一

定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈

の時期および方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一

任する。

また、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度は廃止となり、重任された取締役﨑山

收、内田敏雄、栃澤正樹、山岡一裕、飯田賢一郎の５氏および在任中の監査役関口昭茂、小

泉滋の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する

こと、支給の時期は各氏の退任時とし、具体的な金額、支給の方法等は、取締役については

取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

 

第６号議案　取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件
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当社の取締役（社外取締役を除く。）および執行役員（当社と委任契約を締結している者に

限る。）を対象とし、平成13年６月28日開催の第29回定時株主総会においてご承認いただき

ました取締役の報酬限度額とは別枠で、新たな株式報酬を、各事業年度の役位および中期経

営目標に対する達成度に応じて支給する。

 

第７号議案　役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役７名（社外取締役を除く。）に対し、総額60百万円の役員賞与を

支給する。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成（反対）割合

（％）

第１号議案
106,330 344 － （注）１ 可決（99.7％）

剰余金処分の件

第２号議案
106,416 258 － （注）３ 可決（99.8％）

定款一部変更の件

第３号議案      

取締役７名選任の件      

﨑山　收 106,252 422 －

（注）２

可決（99.6％）

内田　敏雄 106,336 338 － 可決（99.7％）

栃澤　正樹 106,319 355 － 可決（99.7％）

山岡　一裕 106,342 332 － 可決（99.7％）

飯田　賢一郎 106,342 332 － 可決（99.7％）

関端　広輝 105,987 687 － 可決（99.4％）

椎野　孝雄 105,748 926 － 可決（99.1％）

第４号議案
106,273 401 － （注）２ 可決（99.6％）

監査役１名選任の件

第５号議案

102,549 4,125 － （注）１ 可決（96.1％）
退任取締役および退任監査役に対

し退職慰労金贈呈ならびに役員退

職慰労金制度廃止に伴う打ち切り

支給の件

第６号議案

105,889 785 － （注）１ 可決（99.3％）取締役等に対する株式報酬等の額

および内容決定の件

第７号議案
105,974 700 － （注）１ 可決（99.3％）

役員賞与支給の件

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成によります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成によります。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計

したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛

成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

第３　最近の業績の概要

　平成27年７月30日開催の取締役会において承認された第44期第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　

至　平成27年６月30日）に係る四半期連結財務諸表は以下のとおりであります。

　なお、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の四半期レビューは終了しておりませんの

で、四半期レビュー報告書は受領しておりません。
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四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,139,213 2,009,380

売掛金 2,291,484 2,031,535

有価証券 200,000 200,000

仕掛品 124,600 272,648

その他 270,510 227,273

貸倒引当金 △941 △389

流動資産合計 5,024,867 4,740,448

固定資産   

有形固定資産 89,298 73,341

無形固定資産 3,422 3,410

投資その他の資産   

投資有価証券 1,182,294 1,197,629

その他 598,850 603,626

投資その他の資産合計 1,781,145 1,801,255

固定資産合計 1,873,866 1,878,007

資産合計 6,898,734 6,618,456

負債の部   

流動負債   

買掛金 662,793 621,922

短期借入金 240,000 240,000

未払法人税等 98,672 46,745

賞与引当金 254,065 172,044

役員賞与引当金 62,194 11,950

受注損失引当金 15,655 3,985

その他 609,018 672,629

流動負債合計 1,942,400 1,769,278

固定負債   

役員退職慰労引当金 233,485 16,450

退職給付に係る負債 24,439 20,207

その他 52,790 272,901

固定負債合計 310,715 309,559

負債合計 2,253,115 2,078,838

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,978 768,978

資本剰余金 708,033 708,033

利益剰余金 3,356,728 3,275,653

自己株式 △344,837 △376,069

株主資本合計 4,488,902 4,376,595

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106,511 115,152

為替換算調整勘定 7,339 8,400

退職給付に係る調整累計額 19,999 17,319

その他の包括利益累計額合計 133,849 140,872

非支配株主持分 22,866 22,150

純資産合計 4,645,618 4,539,617

負債純資産合計 6,898,734 6,618,456
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 2,817,160 2,944,867

売上原価 2,378,541 2,475,961

売上総利益 438,618 468,906

販売費及び一般管理費 252,099 279,091

営業利益 186,518 189,814

営業外収益   

受取利息 3,032 3,093

受取配当金 3,097 3,493

その他 1,746 1,640

営業外収益合計 7,876 8,228

営業外費用   

支払利息 606 578

支払手数料 1,096 1,096

自己株式取得費用 - 1,024

その他 568 -

営業外費用合計 2,272 2,699

経常利益 192,122 195,343

税金等調整前四半期純利益 192,122 195,343

法人税等合計 74,907 72,649

四半期純利益 117,214 122,693

非支配株主に帰属する四半期純利益 622 25

親会社株主に帰属する四半期純利益 116,591 122,668
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（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

四半期純利益 117,214 122,693

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 15,268 8,640

為替換算調整勘定 △562 1,100

退職給付に係る調整額 △3,274 △2,709

その他の包括利益合計 11,430 7,031

四半期包括利益 128,645 129,725

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 127,813 129,691

非支配株主に係る四半期包括利益 832 34
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。
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第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第43期）

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

平成27年６月25日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドラ

イン）Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

EDINET提出書類

株式会社キューブシステム(E05312)

有価証券届出書（組込方式）

17/21



第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

   平成２７年６月２５日

株式会社　キューブシステム    

 取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 米澤　英樹　　印

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 斎藤　毅文　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社キューブシステムの平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ

た。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社キューブシステム及び連結子会社の平成２７年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社キューブシステム

の平成２７年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社キューブシステムが平成２７年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠

して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社キューブシステム(E05312)

有価証券届出書（組込方式）

20/21



 

 独立監査人の監査報告書  

 

   平成２７年６月２５日

株式会社　キューブシステム    

 取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 米澤　英樹　　印

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 斎藤　毅文　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社キューブシステムの平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの第４３期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監

査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

キューブシステムの平成２７年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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